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諸 般 の 報 告 

（平成２６年６月１８日～平成２６年７月３日） 

 

６月１８日  市長より、地方自治法第 243条の３第２項の規定に基づき、平成

26 年度公益財団法人寝屋川市保健福祉公社事業計画書及び予算書の提出があ

り、受理いたしました。 

 

６月１９日  厚生常任委員会が開催され、付託案件の審査並びに所管事項に関

する事務調査について協議されました。（髙田政廣委員長、中谷光夫副委員長、

山﨑菊雄、岡由美、板東敬治、宮本正一、小西順子の各議員） 

 

同   日  文教常任委員会が開催され、付託案件の審査並びに所管事項に関

する事務調査について協議されました。（池真一委員長、上田健二副委員長、

北川光昭、池添義春、中林和江、松本順一の各議員） 

 

６月２０日  総務常任委員会が開催され、付託案件の審査並びに所管事項に関

する事務調査について協議されました。（田中久子委員長、井川晃一副委員長、

榎本桂子、南部創、梶本孝志、住田利博、太田徹の各議員） 

 

同   日  建設水道常任委員会が開催され、付託案件の審査並びに所管事項

に関する事務調査について協議されました。（野々下重夫委員長、杉本健太副

委員長、北川健治、廣岡芳樹、村上順一、松尾信次、安田勇の各議員） 

 

６月２３日  例月現金出納検査及び平成 26 年度指定管理者監査結果講評書決

定会議が開催されました。（池添義春議員） 

 

同   日  監査委員より、地方自治法第 235条の２第３項の規定に基づき、

一般・特別会計平成 25 年度４月分（出納整理期間）、平成 26 年度４月分及び

水道事業会計・下水道事業会計平成 26 年度４月分の例月現金出納検査結果報

告があり、受理いたしました。 

 

６月２４日  議会運営委員会が開催され、６月定例会の今後の運営等について

協議されました。（髙田政廣委員長、山﨑菊雄副委員長、北川光昭、廣岡芳樹、

梶本孝志、村上順一、太田徹、中林和江、松本順一、宮本正一、南部創議長、

板東敬治副議長の各議員） 
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同   日  幹事長会が開催され、１．「議員報酬の暫定的な減額」の終了後

の措置について協議されました。（南部創議長、板東敬治副議長、北川光昭、

髙田政廣、中林和江、松本順一、宮本正一の各議員） 

 

６月３０日  大阪府都市競艇組合議会第２回定例会が大阪市内で開催されまし

た。（北川光昭議員） 

 

同   日  大阪府都市競艇組合議会議員・管理者等との合同総会が堺市内で

開催されました。（北川光昭議員） 

 

同   日  要望書を受理いたしました。提出者は、寝屋川・子どもたちの給

食をよくする会 代表世話人 池原房子氏で、要旨は次のとおりです。 

  寝屋川市長及び寝屋川市教育委員会委員長に提出いたしました、子どもたち

の健やかな成長を願って、豊かで安心・安全な給食の発展と充実を求める要望

書について、議会においても、要望の趣旨をご理解いただき、今後改善が進め

られるよう、お願い申し上げます。 

 

７月 １日  厚生常任委員会協議会が開催され、常任委員会所管事項の質問と

して、中谷光夫副委員長、以上１人から質問の通告があり、種々質問がなされ

ました。（髙田政廣委員長、中谷光夫副委員長、山﨑菊雄、岡由美、板東敬治、

宮本正一、小西順子の各議員） 

 

同   日  文教常任委員会協議会が開催され、常任委員会所管事項の質問と

して、中林和江委員、以上１人から質問の通告があり、種々質問がなされまし

た。（池真一委員長、上田健二副委員長、北川光昭、池添義春、中林和江、松

本順一の各議員） 

 

同   日  幹事長会が開催され、１．「議員報酬の暫定的な減額」の終了後

の措置について、２．すさみ町議会議員との合同研修会について協議されまし

た。（南部創議長、板東敬治副議長、北川光昭、髙田政廣、中林和江、松本順

一、宮本正一の各議員） 

 

７月 ２日  総務常任委員会協議会が開催され、常任委員会所管事項の質問と

して、太田徹委員及び井川晃一副委員長、以上２人から質問の通告があり、種々

質問がなされました。（田中久子委員長、井川晃一副委員長、榎本桂子、南部

創、梶本孝志、住田利博、太田徹の各議員） 
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同   日  建設水道常任委員会協議会が開催され、常任委員会所管事項の質

問として、北川健治委員、廣岡芳樹委員、以上２人から質問の通告があり、種々

質問がなされました。（野々下重夫委員長、杉本健太副委員長、北川健治、廣

岡芳樹、村上順一、安田勇の各議員） 

 

同   日  市長より、地方自治法第 180条第２項の規定に基づき、専決処分

の報告があり、受理いたしました。 

 


